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図
書
館
貸
出
カ
ー
ド
更
新

　

図
書
館
の
貸
出
カ
ー
ド
は
、

３
年
ご
と
に
更
新
に
な
り
ま

す
。

　

該
当
さ
れ
る
方
は
、
図
書
館

で
ご
案
内
し
ま
す
の
で
、
更
新

手
続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。

※
登
録
内
容
（
住
所
・
氏
名
な

ど
）
に
変
更
が
あ
る
方
は
、
免

許
証
な
ど
の
証
明
書
を
お
持
ち

　

子
ど
も
の
行
動
を
結
果

だ
け
で
見
る
と
、
う
ま
く
で

き
た
か
で
き
な
か
っ
た
か
、

勝
っ
た
か
負
け
た
か
だ
け
に

な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
そ
の
結
果
に
な

る
ま
で
に
、
子
ど
も
な
り
に

努
力
し
た
り
頑
張
っ
た
り
し

た
こ
と

が
あ
っ

た
は
ず

で
す
。

親
と
し

て
、
そ

の
途
中
経
過
の
努
力
、
頑
張

り
を
発
見
し
て
お
い
て
、
結

果
が
ど
う
で
あ
ろ
う
と
認
め

て
ほ
め
る
よ
う
に
し
た
い
も

の
で
す
。

　
「
い
く
ら
頑
張
っ
た
っ
て

負
け
れ
ば
意
味
が
な
い
。
頑

張
り
が
足
り
な
い
ぞ
」
と

い
っ
た
子
ど
も
の
努
力
を
全

否
定
す
る
言
葉
だ
け
は
避
け

た
い
も
の
で
す
。

　

そ
こ
に
至
る
ま
で
の
努
力

を
見
逃
さ
ず
に
親
か
ら
認

め
て
も
ら
え
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
結
果
は
ど
う
で
あ
れ
、

努
力
は
無
駄
で
は
な
い
と
感

じ
ま
す
。
そ
し
て
、
ま
た
努

力
を
す
る
子
に
な
っ
て
い
き

ま
す
。

 

生
涯
学
習
課 
☎
21
‐
２
７
３
１

足
に
も
環
境
に
も
優
し
い
布

ぞ
う
り
を
作
り
ま
せ
ん
か
！

◆
日
時　

11
月
13
日
（
水
）
13

定
例
教
育
委
員
会
開
催

　

11
月
の
定
例
教
育
委
員

会
を
11
月
25
日
（
月
）
13

時
30
分
か
ら
大
平
健
康
福

祉
セ
ン
タ
ー
ゆ
う
ゆ
う
プ
ラ

ザ
（
大
平
町
西
野
田
）
で
開

催
し
ま
す
。

教
育
総
務
課
☎
21
‐
２
７
１
１

　市では平成 21 年６月１日からすべての住宅に住宅用火災警報器等の設置が
義務化されています。
　平成 25 年６月１日現在、本市での住宅用火災警報器推計設置率は 69.4％、
県で 71.8％、全国では 79.8％と、いずれも本市での設置率は下回っています。
　まだという方は速やかに設置してください。

住宅用火災警報器を設置する場所

・１階建て住宅は寝室に設置してください。

寝室が無くても７m²（四
畳半）以上の居室が５つ
以上ある階には、廊下（な
い場合は階段部分）に住
宅用火災警報器の設置が
必要です！

市消防本部予防課☎ 22 ‐ 0119（代）
詳しくは市消防本部のホームページへ

　本市では台所の設置義務はありませんが、火を使用する機会が多いので
「熱感知式」の警報器を設置しましょう。

・２階建て住宅の例

２階の寝室と階段部分に設置

・３階建て住宅の例

３階の寝室と階段と１階の
階段部分に設置

ついてますか？住宅用火災報知器！
住宅火災をなくすためにあなたにできること

11
月
９
日
は
『
１
１
９
番
の
日
』

　

１
１
９
番
は
、
火
災
・
救
急
・

救
助
な
ど
の
災
害
を
通
報
す
る

た
め
の
緊
急
時
専
用
の
電
話
回

線
で
す
。
間
違

え
て
１
１
９

番
に
か
け
て

し
ま
っ
た
時

は｢

間
違
え
ま

し
た｣

と
、
は
っ
き
り
伝
え
て

く
だ
さ
い
。
無
言
で
電
話
を
切

ら
れ
て
し
ま
う
と
「
何
か
あ
っ

た
の
で
は
？
」
と
考
え
、
確
認

の
た
め
呼
び
返
し
を
し
ま
す
。

　

ま
た
、
救
急
車
を
呼
ぶ
と
き

に
「
サ
イ
レ
ン
を
鳴
ら
さ
な
い

で
来
て
ほ
し
い
」
と
言
う
方
が

い
ま
す
が
、
救
急
車
は
緊
急
自

動
車
で
す
。
赤
色
灯
を
点
け
、

サ
イ
レ
ン
を
鳴
ら
し
て
走
行
す

る
よ
う
法
律
で
義
務
付
け
ら
れ

て
い
ま
す
の
で
、
サ
イ
レ
ン
を

止
め
て
走
行
す
る
こ
と
は
で
き

ま
せ
ん
。

　

皆
さ
ん
の
ご
理
解
と
ご
協
力

を
お
願
い
し
ま
す
。

◇
災
害
情
報
や
休
日
（
日
曜
・

祝
祭
日
）
当
番
医
の
問
い
合
わ

せ
は
テ
レ
ホ
ン
サ
ー
ビ
ス
☎
24

‐
９
９
９
９
へ

市
消
防
本
部
通
信
指
令
課
☎
22

‐
０
１
１
９
（
音
声
ガ
イ
ダ
ン

ス
後
６
番
）

く
だ
さ
い
。

 

生
涯
学
習
課 

☎
43
‐
９
２
１
８

講座名 定員 曜日 時間 期間（９回）
生活に生かす書 20人

月

10:00 ～ 11:30

12/9 ～ 3/3
押花アート 20人 19:00 ～ 20:30
健康体操 50人 17:00 ～ 18:30

筋力アップ講座 50人 19:00 ～ 20:30
エアロビクス 50人 水 19:00 ～ 20:30 1/8 ～ 3/5
リズム体操 50人

木
10:00 ～ 11:30

1/9 ～ 3/6
社交ダンス 男女各 15人 19:00 ～ 20:30

◆
対
象　

市
内
在
住
・
在
勤
者

◆
受
講
料　

１
千
円
（
教
材
費

は
実
費
／
保
険
料
を
含
む
）

◆
そ
の
他　

受
講
は
１
人
１
講

座
（
定
員
を
超
え
た
場
合
抽

選
）。
講
座
内
容
は
都
合
に
よ

り
変
更
に
な
る
場
合
あ
り
。

◆
場
所
・
申
込
（
電
話
不
可
）・

問
合
先　

11
月
10
日
（
日
）
～

16
日
（
土
）
に
勤
労
者
総
合
福

祉
セ
ン
タ
ー
☎
27
‐
７
１
４
０

勤
労
者
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー

　
　
　
　
第
３
期
自
主
講
座

曜
日 講座名 定員 教材費 期間・回数

水 リラックス
ヨガ 20 人 無料

11/27 ～ 1/29
（12/25 除く）

 全 8 回

木 ズンバ 25 人 無料 11/21 ～ 1/23
全９回

金 シェイプアップ
エアロビクス 25 人 無料 11/22 ～ 12/27 

全６回

◆
日
時　

19
時
～
21
時

◆
場
所　

勤
労
青
少
年
ホ
ー
ム

（
日
ノ
出
町
）

◆
対
象　

市
内
に
在
勤
・
在
住

の
35
歳
以
下
の
方
（
先
着
順
）

◆
参
加
費　

無
料
（
教
材
費
は

　  

ウ
イ
ン
グ
栃
木
　

第
2
期
定
期
後
半
講
座

自
己
負
担
）

◆
申
込
・
問
合
先　

11
月
5

日
（
火
）
～
教
材
費
を
添
え
て

勤
労
青
少
年
ホ
ー
ム
☎
22
‐

３
１
１
３
へ
※
開
館
時
間　

月

～
金
曜
日
／
13
～
21
時
、
土
曜

日
／
17
～
21
時
（
日
曜
祝
日
休

館
）

☆
ウ
イ
ン
グ
と
ち
ぎ
（
勤
労
青

少
年
ホ
ー
ム
）
は
、
若
者
の
就

職
を
支
援
す
る
た
め
、
専
属
の

キ
ャ
リ
ア
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
が
毎

週
月
曜
日
に
13
時
～
21
時
ま
で

相
談
を
実
施
し
て
い
ま
す
。
気

軽
に
相
談
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

生
垣
設
置
奨
励

　
補
助
金
制
度
の
ご
案
内

　

緑
化
推
進
を
図
る
た
め
、
一

定
の
要
件
を
満
た
す
生
垣
の
設

置
に
つ
い
て
費
用
の
一
部
を
助

成
し
ま
す
。

◆
補
助
金
の
額　

１
ｍ
当
た
り

２
千
円
（
限
度
額
３
万
円
）

※
設
置
前
に
申
請
が
必
要
で
す
。

 

河
川
緑
地
課 

☎
21
‐
２
５
５
８

 

都
市
建
設
課 

☎
43
‐９
２
１
５

 

都
市
建
設
課 

☎
62
‐０
９
０
８

 

都
市
建
設
課 

☎
29
‐１
１
０
５

 

産
業
建
設
課 

☎
92
‐０
３
１
４

時
20
分
～
16
時
30
分

◆
場
所　

厚
生
セ
ン
タ
ー
（
栃

木
第
四
地
区
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ

ン
タ
ー
／
旭
町
）

◆
対
象　

市
民
20
人

◆
費
用　

無
料

◆
持
ち
物　

布

と
は
さ
み

◆
申
込
・
問
合

先　

10
月
29

日
（
水
）
～
11

月
８
日
（
金
）

に 
 

人
権
・

男
女
共
同
参
画

課
（
厚
生
セ
ン
タ
ー
／
☎
24
‐

２
４
４
４
）
へ

　市政情報、イベント情報、観光情報などを迅
速に広く発信するため、栃木市公式のツイッター
及びフェイスブックを配信しています。
　市ホームページのバナーをクリックするとど
なたでも見ることができます。

問合先　  秘書広報課☎ 21 ‐ 2224

市公式フェイスブック、ツイッターご覧ください‼


